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《交渉での主なやりとり》
６年連続の給与・一時金の改善勧告へ
【組合】冒頭の事務局長回答において、国並みの給料表改定と、

一時金の増により６年連続での給与・一時金が改善される方

向については、前向きに受け止めたい。しかしながら、改善

幅については、わずかであり、中堅・ベテランへの改善が無

くすべての職員に波及できないことは、不満である。

中堅・ベテラン対策の「号給延長」は、「研究したい」
【組合】これまでの交渉で中堅・ベテランの賃金改善の方法と

して「号給延長」を訴えてきた。職員のモチベーションから

も必要な方法と認識するが、見解を問う。

滋賀地公労共闘会議（自治労県職と滋賀県教組）は１０月７

日、第３回人事委員会事務局長交渉を実施。冒頭の回答で矢野

事務局長は、今年度勧告の見通しについて、国を上回る公民較

差はわずかで給料表の改定は国並みに留まり、水準調整や他の

手当での調整は困難と回答。一時金は国並みの増額。住居手当

の見直しは、基礎控除額と全額支給限度額を引き上げるものの

影響は限定的であるとしました。組合は、号給延長、通勤手当

の高速道路等利用加算の要件緩和、働き方改革、ハラスメント

対策、人事評価制度の改善等を求めました。引き続き１０月１

０日の人事委員長交渉で前進ある回答を求めていきます。
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公民較差４００円強､給料表改定のみに留まる
一時金､国並みの増額(勤勉手当0.05月増)へ
住宅手当の見直しを行うも「その影響は少なくしたい｣
給料表の号給延長､他府県等を見て｢研究したい」
通勤手当の高速道路等利用の加算､課題として認識

《人事委員会局長の主な回答》
本年の公民較差は０.1%程度(400円強)の見通し
国をわずかに上回り0.1％程度（400円強）の見通し

国準拠の給料表改定（初任給2000円､30歳半ばまでの改定）
給料表は、国に準じた給料表改定が適当。

一時金（期末・勤勉手当）は0.05月程度引上げへ
国同様に引上げる必要（勤勉手当を0.05月分・年間4.50月分)

住居手当、基礎控除額と全額支給限度額の引上げを検討
来年度から基礎控除額（現行9000円）を引き上げることが

適当。これにより生じる原資を用いて、全額支給限度額（現

行14000円）の引き上げが適当。

※現行の算出式

・家賃２３,０００円以下の場合

家賃－９,０００円（基礎控除額）＝支給額

・家賃２３,０００円を超える場合

（家賃－２３,０００円）１／２＋１４,０００円（全額支

給限度額）＝支給額

・最高支給額 ３０,０００円

「働き方改革」～時間外勤務の縮減～
健康経営や時間外勤務命令の上限設定について、一定の成

果等が見られる一方で依然として課題も見受けられる。任命

権者において引き続き健康経営の実現に向けた取組を進めて

いく必要。上限時間設定が職員の健康管理に資する制度とな

るよう、適正な勤務時間管理等について必要な指導等を行う

旨、言及したい。

メンタルヘルス対策、ハラスメント対策の取組
メンタルヘルス対策やハラスメント対策について、その再

発防止に向けて一層取り組む必要がある旨、言及したい。

臨時・非常勤職員の処遇改善
引き続き適正な勤務条件の確保に努める必要がある旨、言

及したい。また会計年度任用職員制度について、適正な勤務

条件を整備し、人材を確保する必要がある旨等、言及したい。
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【局長】職場からの訴えも聞かせて頂いている。他府県の状況

を研究させて頂きたい。

今後の｢給料表の水準調整｣の選択について確認
【組合】国を上回る較差については「わずか」であり、国並み

給料表の改定に留まるとのことであったが、今後、国を上回

る較差が生じる場合に、「給料表の水準調整」の方法が選択肢

であることを改めて確認したい。

【局長】既に申し上げているとおり、国に準拠した給料表に改

定し、さらに較差がある場合、「給料表の水準調整」も選択肢

の一つとして認識している。

住居手当見直しの影響が限定的ならば、改定は必要か
【局長】職員住宅の使用料の上昇や国、民間の動向から見直す

こととしたい。影響をできる限り少なくして見直したい。

【組合】基礎控除額の引上げによる支給額の影響をできる限り

少なくしたいとのことだが、そもそも何のための見直しなの

かが分からない。我々が求めている最高支給額の引上げでな

いのなら、現行制度の現状維持でよいのではないか。

通勤手当 高速道路等利用加算 ｢課題として受け止める｣

【組合】高速道路等利用の加算の要件緩和について、育児を理

由とする場合などの妥当性を訴えてきた。およそ異動を要件

とする現行制度が、ワークライフバランスなどの今日的課題

に合致しておらず、人事委員会としての認識を問いたい。

【局長】実状については、お聞かせ頂いた。他府県の状況等を

調査するなど今後、研究させて頂きたい。

人事評価制度の運用、検証の必要性を確認
【組合】本格実施から３年経過したが、組合員のアンケートに

おいても負担感や不公平感、客観性への疑問など多数の意見

が挙がっている。人事委員会として、制度の検証や見直しを

考えていくべきでないか。

【局長】任命権者としてもこの間に改善を図られているが、委

員会としても必要な検証を行っていきたい。

働き方改革の推進、人員増など踏み込んだ勧告を
【組合】時間外勤務命令の上限規制が導入されたが、職場から

の不満の声は多数聞く。職員アンケートの結果も踏まえて、

人事委員会が以前から要請している「業務量と人員配置」や

定数増も含めて、さらに踏み込んだ任命権者への要請を強く

求める。

自治労県本部が定期大会を開催
マイカー共済の拡大で全国表彰も

自治労滋賀県本部（県・

市・町職員労組などの県内

単組で構成）は９月２６日、

守山市内で第１０３回定期

大会を開催しました。

仁尾委員長（自治労県職

出身）が、参議院選挙の成

果を受けて、今後の自治労

の制度政策要求の前進を訴

えるなど冒頭挨拶を行いました。

大会の論議を経て賃金闘争や会計年度任用職員制度の取り組みなど各

自治体での交渉を強化する等

の運動方針が決定されました。

また、自治労マイカー共済

の加入拡大が全国の労組内で

トップとなり表彰を受けたこ

とも報告され、一層の自治労

共済運動の展開を確認しまし

た。

糸賀一雄記念賞音楽祭
～入場券あります～

糸賀一雄音楽祭は、今回で１８回目。近江学園をは

じめ県内で活動する６つのワークショップグループに

加え、坂田明さんなど様々なジャンルで活躍するゲス

トミュージシャンも駆けつけるボーダレスなステージ。

■場 所 栗東芸術文化会館さきら

■日 時 １１月３日(日) 開演14:00

■主 催 社会福祉法人グロー、糸賀一雄賞音楽祭実行委員会

■入場料 大人 1,500円 → ７５０ 円

■申込み 一人２枚まで（多数の場合抽選）

書記局 ０７７－５２８－４７９０

■締切り 10/28(月)
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びわ湖クリーンキャンペーンに参加
労福協が環境ボランティア

琵琶湖岸で実施された「びわ湖ｸﾘｰ

ﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」には、県内の労働組合の

仲間約3,500人が参加。

環境美化と琵琶湖を守る啓発活動

として毎年実施されています。家族

連れを含む多くの組合員が参加し、

秋晴れの中、爽やかな汗をかき、半

日かけて湖岸清掃作業を行いました。

京都サンガVS横浜FC
招待チケット斡旋

試合：２０１９年１０月１９日（土）14:00開始

会場：たけびしスタジアム京都（西京極スタジアム）

内容：

（１）先着１０家族にプレゼント（１家族４枚まで）

（２）希望者にはチケット引換券を交付。試合当日

に「ＳＢ自由席観戦チケット」と引換。

締切：１０月１１日（金）まで

申込：自治労県職書記局（077-528-4790）

VS



草津天然温泉水春のお得なｸｰﾎﾟﾝをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
◇クーポンの内容：（施設の窓口で提示し割引を受ける）

①入浴券２００円引き券＋岩盤券ワンコイン券、②特選豚しゃぶ食べ放題

割引券＋フレッシュジュース５０円引券、③男性カット＆顔スリサービ

ス券＋ボディケア３００円引券

◇利用期間は１１月末日まで （先着順）

◇申し込み：１０月２２日まで書記局へ
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